
 

 

 

 

地域再生計画 

 

 

１．地域再生計画の名称 

 鏡野町「森といで湯と田園文化の里」づくり計画 

 

 

２．地域再生計画の作成主体の名称 

 岡山県苫田郡鏡野町 

 

 

３．地域再生計画の区域 

 岡山県苫田郡鏡野町の全域 

 

 

４．地域再生計画の目標 

  鏡野町は、旧鏡野町・旧奥津町・旧上斎原村・旧富村の４町村が平成１７年３月１日に町村合併

により誕生した。本町は、人口約１４，５００人の７７％が町の南部である旧鏡野町内に集中して

おり、県内２７市町村中７番目の面積（約４２０平方キロメートル）のうち９３．５％が林野・耕

地で占める典型的な中山間地域の緑につつまれた自然豊かな町である。 
  北部は冬期間の積雪が多く、雪解け水は県下三大河川の一つである吉井川や、もう一つの三大河

川 旭川の支流である余川・目木川の流れを作り出し町民生活にも潤いを与えている。 
古くよりこれら美しい川の流れが住民の心の拠り所であり、水遊び、魚釣り、魚採りなど生活に

密着した水辺として親しまれ、古くから知られた温泉地である奥津温泉などもあることから、合併

当初より「森といで湯と田園文化の里」をキャッチフレーズに町づくりを進めている。 
これらは美しい水環境の上になりたっているものであるが、昭和４０年代の高度成長期には、特

に町南部において生活様式の変化・企業進出・人口増加などによる未処理生活雑排水の河川流入に

より水質が急激に悪化した。 
その後は、全国の多くの中山間地域がそうであるように過疎化・高齢化の波が押し寄せたものの 

 水棲生物の激減と住環境の悪化は今尚一部続いている状態である。 
  このような状況となった反省も踏まえ、鏡野町では「快適な生活環境の里づくり」の一環として

汚水処理施設整備を積極的・効率的に推し進めており、また町民対象のアンケート調査のインフラ

整備に関する項目においても下水道施設整備はトップにあげられていることから、住環境・水環境

を将来的に維持・向上させていくためにも汚水処理は今以上に推進する必要があると考えている。 
しかし現状では、旧奥津町・旧上斎原村・旧富村においては町村合併の前後に汚水集合処理整備

計画区域の全事業（特定環境保全公共下水道、農業・林業集落排水）が完了し、供用開始している

ものの、人口の集中する旧鏡野地域の公共下水道計画区域の事業進捗率は平成２１年度末で６５％

と低い状況である。 
  また、町内の汚水集合処理整備計画区域外においては、合併浄化槽設置整備補助事業を展開し、

住民が少しでも取り組みやすいように嵩上げ補助制度を取り入れているものの、平成２０年度末の

町汚水処理人口普及率は未だ７５％である。 
  そこで、汚水処理施設整備を一層促進し、昔のような清流の流れる町へと再生することで、失わ

れた水棲生物を取り戻し、水に親しむことによる郷土への愛情を醸成し、誇りと生きがいが実感で



 

 

きる美しく豊かな住みよい町づくりを進め、地域の再生を目指す。 
 
 （目標）汚水処理施設の整備の促進 
   ａ）全町内の汚水処理人口普及率を７５％から８５％に向上。 

 

５．目標を達成するために行う事業 

５－１ 全体の概要 

  現代において「環境」は世界的にも最も関心の高い問題の一つであり、さらには、ストレス 

過多と言われる現代社会において、豊かな自然環境との触れ合いによる癒しを求める人々も増 

えている。 

  その一方で、中山間地域の多くは若年層の町外流出による過疎化・高齢化に歯止めがかけら 

れない状態となっており、その打開策の一つとして考えられる文化的で快適な生活空間の創造、

個人やコミュニティーの住環境の整備は地域における喫緊の課題である。 

このような状況の中、住環境・自然環境の整備向上策の一環として汚水処理人口の普及率向 

上を目指して、公共下水道事業・浄化槽設置整備事業の２つを、地域の実情、それぞれの事業

の特性を見極めながら交付金事業を最大限活用することで整備し、住民や訪れる人に潤いと癒

しを与えてくれる清流をとりもどす。 

また、本町環境部局・生涯学習部局で実施する水環境関係の事業を通じて、快適で住みよい

生活環境を重視した一体的な町づくりを図る。 

 

５－２ 法第五章の特別の措置を適用して行う事業 

 汚水処理施設整備交付金を活用する事業 

  対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続き等は了している。なお、整備箇所等に

ついては、別添の整備箇所を示した図面による。 

  ・公共下水道    平成１９年３月 事業認可（第４次） 

            平成２１年１２月事業認可（第５次 事業期間 H28.3.31 まで） 

［事業主体］ 

   ・鏡野町 

［施設の種類］ 

   ・公共下水道、浄化槽（個人設置型） 

［事業区域］ 

   ・公共下水道      鏡野処理区域 

   ・浄化槽（個人設置型） 鏡野町全域（但し、公共下水道事業認可区域、集落排水事業供用 

               開始区域及び事業採択区域を除く） 

［事業期間］ 

   ・公共下水道     平成２２年度～２６年度 

   ・浄化槽（個人設置型）平成２２年度～２６年度 

［事業費］ 

   ・公共下水道           １，５００，０００千円 

              （うち、単独  ３００，０００千円） 

              （うち、国費  ６００，０００千円） 

   ・浄化槽（個人設置型）         ７０，３８０千円 

              （うち、国費   ２３，４６０千円） 

   ・合計              １，５７０，３８０千円 

              （うち、単独  ３００，０００千円） 



 

 

（うち、国費  ６２３，４６０千円） 

 

［整備量］ 

   ・公共下水道      管渠 φ５０～２００ｍｍ １５，０００ｍ  ３８ha 

               （うち単独事業 管渠 φ１５０ｍｍ １，６００ｍ ） 

・浄化槽（個人設置型） １７０基 

          

    なお、各事業による新規の処理人口は下記の通り。 

    公共下水道：鏡野処理区で１，０００人、浄化槽：５１０人 

 

５－３ その他の事業 

   ○わんぱく塾・エコ教室での取り組み 

次代を担う子供たちを対象とするわんぱく塾で、川遊びなどの活動を通じて美しい水の流 

れの大切さを学んでもらう。 

 また、成人対象のエコ教室では自然環境を守ることの大切さを知ってもらう活動を行う。 

○その他の取り組み 

町広報、座談会、区長会等の様々な機会を通じて、より多くの住民に汚水処理の大切さ、 

自然環境の大切さを訴え、快適な環境づくりを進めていく。 

   

６．計画期間 

  平成２２年度～２６年度 

 

 

７．目標の達成状況に係る評価に関する事項 

  計画終了後に、４に示した数値目標に照らし状況を調査、評価し、公表する。また、必要に応 

 じて事業の内容の見直しを図るために、自治会等の住民代表で構成する｢地域審議会｣を開催し、 

 達成状況の評価、改善すべき事項の検討等行うこととする。 

 

 

８．地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 

  該当無し 

 

 

（添付資料） 

・地域再生計画に含まれる行政区域を表示した図面 

・汚水処理施設の整備箇所図 

・地域再生計画の工程表及びその内容を説明した文章 

 ・地域再生計画の全体像を示すイメージ図 


